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１．基本方針 

アジア太平洋地域におけるポートステートコントロール（ＰＳＣ）の地域協力に

関する合意（東京ＭＯＵ）に基づく事務局の運営並びに域内各国のＰＳＣに係る職

員の研修等の企画及び実施に係る事業を的確に行い、海上航行の安全及び海洋環

境の保全に寄与する。 

 

２．各事業の計画 

（１）東京ＭＯＵに基づく事務局の運営 

① 委員会の準備、文書の回章及び報告 

２０２４年１１月に韓国において開催される第３５回ＰＳＣ委員会及び第

１８回技術作業部会に向け、資料の作成等準備作業を的確に行い、円滑な会議

運営を図る。委員会終了後、速やかに報告書を作成し、次回会合までの検討課

題等を明確にするとともに当該課題を検討するためのインターネット会議の

管理・運営を行う。 

② ＩＭＯ、他地域ＭＯＵ等との調整 

ＩＭＯ（国際海事機関）の関係小委員会等、パリＭＯＵのＰＳＣ委員会等に

出席し、東京ＭＯＵの活動状況を紹介するとともに、検査基準の調和、技術協

力等について協議する。 

③ 情報収集及び提供 

ＰＳＣ委員会の決定事項やＰＳＣに関する各種年間データをとりまとめた

２０２３年年次報告書を作成し、関係者に配布するとともに、国際版ウェブサ

イト上で公表する。 

また、ＰＳＣデータベース、航行停止処分リスト、劣悪船リスト等ＰＳＣに

関する最新情報をウェブサイト上でタイムリーに公表する。さらに、メンバー

等のみがアクセスできる部内ウェブサイトを通じ、会議や研修等に関する情報

提供を行い、情報の共有化を推進する。 

域内ＰＳＣ情報システム（Asia Pacific Computerized Information System（Ａ

ＰＣＩＳ））の更なる改良等について、ＡＰＣＩＳ管理者と検討を進める。 

④ 域内でのＰＳＣの円滑な実施 

条約改正等に対応し、ＰＳＣマニュアルを逐次改訂する。 

（２）ＰＳＣに係る職員の研修等の企画及び実施 

① 一般研修 

２０２４年４～７月、経験年数５年未満のＰＳＣ検査官を対象に、遠隔学習

（Distance Learning）により事前学習を実施し、事前学習を終了した者に対し、

同年８～９月に座学及び船上訓練（座学１週間、船上訓練２週間）を日本で実

施する。本研修には、ＩＭＯの資金負担により他地域ＰＳＣ協力組織からの研

修生も受け入れる。研修生は２０名程度を予定し、当財団は、東京ＭＯＵ域内

の途上国研修生約１０名の旅費等を支援する。 
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② セミナー 

２０２４年９月から実施する「船員の賃金及び雇用契約に関する集中検査キ

ャンペーン」のガイドラインについて周知徹底を図るため、同年７月に事務局

主催にてオンライン方式によるセミナーを開催する。 

また、ＰＳＣに関する最近の動向や新たに採択された検査手順の周知等のた

め、２０２４年度第４四半期にオーストラリアにおいて１週間のセミナーをイ

ンド洋ＭＯＵと共同で開催する。約３０カ国・地域から４０名程度の参加を予

定しており、当財団は、開催費用及び東京ＭＯＵ域内の途上国参加者約１０数

名の旅費等を負担する。 

③ 専門研修 

 「液化ガスのばら積み運送のため の船舶の構造及び設備に関する国際規則

（ＩＧＣコード）」をテーマにした１週間の研修を中国において開催する。約

２５カ国・地域から３０名程度の参加を予定しており、当財団は、開催費用及

び東京ＭＯＵ域内の途上国参加者約１０数名の旅費等を負担する。 

④ 専門家派遣 

途上国からの要請を踏まえ、各国の実情に対応した専門家を派遣し、研修を

実施する。本年度は、５カ国程度への派遣を予定し、当財団は、専門家の派遣

旅費を負担する。 

⑤ 検査官交流 

域内ＰＳＣの調和を促進するため、各国間での検査官の交流を企画、実施す

る。本年度は７名の交流を予定し、当財団は、交流検査官の旅費を負担する。 

⑥ 島しょ国のＰＳＣ実施能力向上のための調査 

 東京ＭＯＵ加盟当局のうち、島しょ国当局（フィジー、マーシャル諸島、パ

プアニューギニア及びバヌアツ）は、効果的な人材育成等ＰＳＣ実施能力の観

点から多くの課題を抱えている。域内でＰＳＣをより効果的に実施するには、

これら島しょ国においてＰＳＣが適切に実施されることを確保する必要があ

る。このため、日本財団の支援により、現地調査等を通して、島しょ国が抱え

る課題を把握の上、人材育成等に向けた取り組みについて検討する。 

（３）管理業務 

① 公益法人関係基準の遵守 

今後とも、公益法人関係基準を遵守し適正な運営に努める。 

② 財産の運用 

資金管理規程を遵守し、運用を行う。 


